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別記様式第１号（規格Ａ４）（第３条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 ・群馬県児童相談システム登録データ 

行政機関等の名称 群馬県知事 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

生活こども部 児童福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

①児童の調査、生育歴、状態、過去の関わり、経過の

観察を記載したもので援助方針等に役立てるもの。 

②厚生労働省「児童相談所におけるAIを活用した緊急

性の判断に資する全国統一のツール」の開発に係る

AIアルゴリズム開発への協力するため、児童記録票

の一部を加工し、厚生労働省からの委託を受けた民

間事業者へ提供するもの。 

③１８歳未満の児童の臓器移植を行おうとする医療機

関（以下「臓器提供施設」という。）から、臓器提

供対象児童に関係する過去の虐待相談等の情報につ

いて、児童相談所に対して照会があった場合におい

て、備考欄記載の情報を当該臓器提供施設に提供す

るとき。 

記録項目 

氏名、識別番号（個人番号を除く）、性別、生年月

日・年齢、本籍・国籍、住所・居所、電話番号、家族

状況、親族関係、婚姻歴、職業・職歴、学業・学歴、 

成績・評価、財産・収入、納税状況、公的扶助、意

見・要望、相談内容、趣味・し好、信条、病歴・健康

診断等の結果・医師等による指導・診療・調剤に係る

全ての情報・身体障害・知的障害・精神障害（発達障

害を含む。）その他心身の機能の障害等、犯罪歴・刑

事事件又は少年事件に関する手続きの状況、犯罪被害

歴 

記録範囲 児童相談所が受理した相談者 
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記録情報の収集方法 
１本人、２他の県の機関等、３他の官公庁、４家族・
民生委員等 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

■含む   ☐含まない 

記録情報の経常的提供先 

■有（１他の県の機関等 、２他の官公庁、３児童福

祉施設、(株)野村総研、(株)エヌ・ティ・ティ・デー

タ、医療機関） ☐無 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）群馬県 生活こども部  

県民活動支援・広聴課 情報公開係 

（所在地）〒371-8570  

群馬県前橋市大手町１－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ☐法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☐有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイルであ
る旨 

☐該当   非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案を受ける組織の名
称及び所在地 

― 
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作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間 

― 

備   考 

②：提供期間は、令和５年１月１９日から令和７年３

月３１日まで。（秘密保持契約書締結期間） 

③：提供する情報は、 

⑴ 対象児童についての虐待相談としての対応経過の

有無及びその期間 

⑵ 対象児童のきょうだいの虐待相談としての対応経

過の有無及びその期間並びに不審死及び乳幼児突然死

症候群に関する情報の有無 

⑶ 当該児童の家庭におけるＤＶ（平成１３年法律第

３１号配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する法律第１条に規定する配偶者からの暴力をい

う。）に関する情報の有無及びその時期 
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別記様式第１号（規格Ａ４）（第３条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 児童扶養手当受給資格者台帳（名簿） 

行政機関等の名称 群馬県知事 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

生活こども部 児童福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 児童扶養手当受給者の管理 

記録項目 

１ 証書記号・番号、２ 受給資格者氏名、３ 性別、４ 

生年月日、５ 住所、６ 前住所（市町村名）７ 金融機 

関名、８ 口座番号、９ 預金種類、１０ 口座名義人、

１１ 債権額、１２ 請求先・請求日、１３ 統計コー

ド、１４ 連絡先（自宅電話番号又は携帯電話番号・勤

務先電話番号）、１５ 認定年月日、１６ 支給開始年

月、１７ 支給停止年月、１８ 資格喪失年月日、１９ 

手当月額、２０ 支給手当月額、２１ ２子加算額、２２  

３子以上加算額、２３ 年金調整後月額、２４ 一部支

給停止適用後の月額、２５ 転出先・転出年月日、２６ 

国籍、２７ 外国人登録番号、２８ 在留期間、２９ 事

由発生年月日、３０ 通称名、３１ 振込停止期間、３２ 

郵便振替開始年月、３３ 当初支給年月日、３４ 事由発

生年月日、３５ 適用除外（適用除外期間、適用除外事

由）、３６ 未決定による振込停止、３７ ５年等満了

月、３８ 一部支給停止上限額、３９ 対象児童（氏名、

生年月日、続柄、同居別居の別、該当事由・年月、有期

事由・年月、在留期間、事由発生年月日・当初支給年月

日、非該当事由・年月日、障害認定の有無、障害手帳番

号－級－判定年月日－発行者）、４０ 父又は母の状況

（父又は母の氏名、生年月日、障害認定区分、障害等

級、障害種別、年金種別）、４１ 年度別月別該当児童

数、４２ 所得変更前情報、４３ 年度別所得状況（現況
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届の提出の有無、所得の適否、生活保護受給状況、受給

者の所得状況、配偶者・扶養義務者の所得状況）、４４ 

適用除外（届の提出の有無、期間、事由）、４５ 停止

金額（期間、金額）、４６ 支払状況（年度別・期別金

額、支払年月日）、４７ 未調整分金額、４８ 減額適用

による調整額、４９ 備考、５０ 公的年金等状況（公的

年金等種類、年金額、年金証書記号・番号、公的年金等

適用年月） 

記録範囲 児童扶養手当受給資格者 

記録情報の収集方法 
本人提出の児童扶養手当受給申請書(認定請求書、変更

届等) 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含む   ☐含まない 

記録情報の経常的提供先 有（ 町村児童扶養手当事務担当課 ） ☐無 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）群馬県 生活こども部  

県民活動支援・広聴課 情報公開係 

（所在地）〒371-8570 

      群馬県前橋市大手町１－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ☐法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☐有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイルであ
る旨 

☐該当   非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 
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行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案を受ける組織の名
称及び所在地 

― 

 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間 

― 

備   考  
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別記様式第１号（規格Ａ４）（第３条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 特別児童扶養手当受給資格者台帳（名簿） 

行政機関等の名称 群馬県知事 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

生活こども部 児童福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 特別児童扶養手当受給者の管理 

記録項目 

１証書記号・番号、２受給資格者氏名、３性別、４生年

月日、５住所、６前住所（市町村名）７金融機関 

名、８口座番号、９預金種類、１０口座名義人、１１年

金受給の有無、１２債権額、１３請求先・請求日、 

１４連絡先（自宅電話番号又は携帯電話番号・勤務先電

話番号）、１５認定年月日、１６支給開始年月、 

１７支給停止年月、１８資格喪失年月日、１９手当月

額、２０支給手当月額、２１転出先・転出年月日、 

２２国籍、２３外国人登録番号、２４在留期間、２５通

称名、２６振込停止期間、２７郵便振替開始年月、 

２８対象児童（氏名、生年月日、続柄、同居別居の別、

在留期間、該当事由・年月、有期事由・年月、非該当事

由・年月日、特児等級・障害種別・認定区分、障害手帳

番号－級－判定年月日－発行者）、２９父の状況（氏

名、生年月日、障害認定区分、障害等級、障害種別、年

金種別）３０年度別月別該当児童数、３１所得変更前情

報、３２年度別所得状況（所得状況届の提出の有無、所

得の適否、受給者の所得状況、配偶者の所得状況、扶養

義務者の所得状況）３３支払い状況（年度別・期別金

額、支払年月日）、３４支給停止期間 ３５備考 

記録範囲 特別児童扶養手当受給資格者 
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記録情報の収集方法 
本人提出の特別児童扶養手当受給申請書(認定請求書、

変更届等) 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含む   ☐含まない 

記録情報の経常的提供先 有（ 市町村特別児童扶養手当事務担当課 ） ☐無 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）群馬県 生活こども部  

県民活動支援・広聴課 情報公開係 

（所在地）〒371-8570 

      群馬県前橋市大手町１－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ☐法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☐有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイルであ
る旨 

☐該当   非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案を受ける組織の名
称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間 

― 
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備   考  
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別記様式第１号（規格Ａ４）（第３条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 ・特定不妊治療助成者データ 

行政機関等の名称 群馬県知事 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

生活こども部 児童福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
・特定不妊治療助成金の審査事務における本人の資格

審査のために利用する。 

記録項目 

１申請年月日、２申請者番号、３氏名、４生年月日、

５年齢、６住所、７電話番号、８年収、９審査結果、

10治療費総額、11給付額、12治療歴 

記録範囲 ・申請書の提出者 

記録情報の収集方法 ・本人が提出する申請書 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

■含む   ☐含まない 

記録情報の経常的提供先 ☐有（      ） 無 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名称）群馬県 生活こども部  

県民活動支援・広聴課 情報公開係 

（所在地）〒371-8570  

群馬県前橋市大手町１－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

― 
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個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ☐法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ■有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイルであ
る旨 

☐該当   非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案を受ける組織の名
称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間 

― 

備   考  
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別記様式第１号（規格Ａ４）（第３条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 母子父子寡婦福祉資金貸付台帳 

行政機関等の名称 群馬県知事 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

生活こども部 児童福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 母子父子寡婦福祉資金の貸付及び償還状況の管理 

記録項目 

１担当事務所、２資金名、３貸付決定年月日、４貸付決

定番号、５氏名、６住所、７電話番号、８変更前住所、

９生年月日、１０勤務先、１１本籍地、１２連帯借受人

（氏名、住所、電話番号、変更前氏名、生年月日、勤務

先、修学校名、専修区分、国公私立、開始学年）、１３

連帯保証人（氏名、住所、電話番号、変更前氏名、生年

月日、勤務先、続柄）、１４貸付事項（貸付始期、貸付

終期、貸付金額、貸付月額、貸付方法、据置期間、金融

機関コード、預金種目、口座番号、金融機関名、口座名

義人、口座名義人カナ）、１５貸付金の異動（異動前金

額、異動前月額、増額金額、増額期間、減額金額、減額

期間、停止辞退金額、停止辞退期間、再開金額、再開期

間）、１６償還事項（償還始期、償還終期、償還方法、

償還回数、猶予期間、初回償還額、２回以降償還額、納

入方法、利子補給、金融機関コード、預金種目、口座番

号、金融機関名、口座名義人、口座名義人カナ、納入

者、償還計画変更年月、納入方法変更年月、預金口座変

更年月）、１７調定予定月、１８償還計画（回別、納期

限、元金、利子、合計、残高元金、残高利子、残高合

計）、１９償還情報（償還金額（元金、利子、合計）、

納入年月日、内入金、免除等）、２０違約金（計算期

間、金額、納入・免除年月日、免除等） 
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記録範囲 母子父子寡婦福祉資金貸付申請者 

記録情報の収集方法 
本人提出の母子父子寡婦福祉資金貸付申請書（ほか各種

届出書等） 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含む   ☐含まない 

記録情報の経常的提供先 有（ 各保健福祉事務所 ） ☐無 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）群馬県 生活こども部  

県民活動支援・広聴課 情報公開係 

（所在地）〒371-8570 

      群馬県前橋市大手町１－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ☐法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☐有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイルであ
る旨 

☐該当   非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案を受ける組織の名
称及び所在地 

― 
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作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間 

― 

備   考  

 


